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2007 年（平成 19 年） 2 月 21 日 

「国際線航空機客室内への液体物持込制限の導入」 

の周知キャンペーンの実施について 

 

2007 年 3 月 1 日から開始される、国際線の航空機客室内への液体物持込制限の円滑な

導入に向けて、航空会社と共同で下記キャンペーンを行い、お客様への周知を図ります。 

 

１．日時及び場所：  2007 年 2 月 26 日（月）  

9:30～（約 20 分間）  関西空港駅コンコース 

10:00～（約 20 分間））旅客ターミナルビル 4 階 南北出発口付近 

 

２．主 催： 関西国際空港株式会社、株式会社日本航空インターナショナル、 

全日本空輸株式会社、関西国際空港ＡＯＣ 

 

３．実施内容 

関西空港駅コンコース及び旅客ターミナルビル４階において、関西空港会社職員、 

航空会社キャビンアテンダント・グランドハンドリング職員が、航空旅客を対象として、 

広報用リーフレット及び液体物プラスチック袋の配布を行い、今回導入される新ルール

に基づいた液体物検査への周知と協力依頼を行います。 

 

４．参考 

   液体物規制に関する関西国際空港のホームページ 

 

http://www.kansai-airport.or.jp/news/070209/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ  http://www.kansai-airport.or.jp 

関西国際空港株式会社 
経営戦略室広報グループ 

TEL : 072-455-2201 

FAX : 072-455-2052 

お問い合わせ先 

関西国際空港株式会社 

セキュリティ部 安全グループ 

TEL : 072-455-2073 


